
警 察 署 協 議 会 会 議 録

名 称 大 阪 府 黒 山 警 察 署 協 議 会

開催日時 令和５年２月１４日（火） 午後２時００分から
午後３時４５分までの間

開催場所 大阪府黒山警察署 講堂

𠮷村会長 玉井副会長 小林副会長 池﨑委員 竹内委員
出 委 員

松原委員 浦野委員 北埜委員 中本委員
席

署長 副署長 総務課長 会計課長 留置管理課長
者 警 察 生活安全課長 地域課長 刑事課長 交通課長

警備課長 犯罪抑止戦略官 広聴相談係長

１ 会長挨拶

委員の皆様、そして黒山警察署幹部の皆様、本日はお忙しい中、黒山

警察署協議会にお集りいただきまして、誠にありがとうございます。

黒山警察署では、署員の皆様が一丸となって、私達住民が安全で安心

に暮らすことができるよう犯罪の抑止活動等に取り組んでいただいてお

ります。

この場をお借りしまして、日頃からの活動に御礼申し上げます。

さて、この後、黒山警察署管内での犯罪や事故の発生状況、諸対策等

の御報告を受け、これを基に建設的な提言をし、警察行政に反映させて

議 事 概 要 いただきたいと考えておりますので、皆様からの忌憚のない御意見等を

お聞かせくださいますようお願い申し上げます。

２ 署長挨拶

本日はお忙しい中、黒山警察署協議会にお集まりいただき、誠にあり

がとうございます。

また、日頃から警察活動各般にわたり、格別の御理解、御協力を賜り、

心より厚く御礼申し上げます。

昨年１２月の「歳末警戒部隊発足式」では、来賓として本協議会の会

長をはじめ管内の皆様を４年ぶりにお招きできたことは、署員の大きな

励みとなりました。

これからも「安全・安心なまち黒山」の実現に向けて、犯罪の予防や

検挙、交通事故防止、子供や女性の安全確保等、管内で取り組むべき課

題に対し、府民や事業者、さらには自治体と一体となり、対応していく

所存です。

本日は、皆様から身近な困りごと、御意見及び御要望を頂戴し、今後
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の当署の警察活動に反映させていきたいと考えておりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

３ 地域警察官による受傷事故防止訓練の実演

４ 業務概要説明

(1) 生活安全課

・ 管内における特殊詐欺の発生状況及び抑止対策について

・ 管内における自転車盗及び部品ねらいの抑止対策について

(2) 交通課

・ 大阪府下及び管内における人身交通事故の発生状況について

・ 管内における死亡事故発生状況について

議 事 概 要 ・ 二輪車の交通事故防止対策について

・ 自転車の安全利用及びヘルメット着用の努力義務について

(3) 犯罪抑止戦略室

・ 管内における大阪重点犯罪の発生状況及び検挙抑止対策について

(4) 総務課

・ サポート詐欺及びフィッシング詐欺の抑止対策について

５ 質疑応答

(1) 消えかかっている道路上の停止線等について

【委員】

道路上に引かれている白線が消えかかっているので、役所に相談し

たところ、対応してくれた方から「警察と道路管理者の担当がある」

との話を聞きました。

どのように区分分けされているのか、教えてもらえないでしょうか。

また、停止線等の白線が消えかかっており大変危険なので、白線を

引く等の対応を御願いできないでしょうか。

【警察】

道路上に引かれている白線の種類はいろいろとあります。

停止線や横断歩道等の交通規制に関わってくるものは、警察が対応

することとなっており、側道の線や交差点が分かる表示、すなわち法

定外表示に関しては、道路管理者が対応することになっています。

すでに、当署の交通規制係から大阪府警察本部の交通規制課に報告

していることから、おそらく、令和５年度の予算がつきましたら、順

次工事を進めていくものと思われますので、しばらくお待ちください。
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【委員】

分かりました。

あと、白線を引いてほしい等の住民からの要望を警察から道路管理

者に話すことはできないでしょうか。

【警察】

住民から要望があったことは伝えることができるので、今後も道路

管理者との連携を強化し、情報を共有していきます。

【委員】

警察で把握している停止線等の白線が消えかかっている場所を示す

地図等の資料はありませんか。

もし、そのような資料があれば、それをいただくことはできないで

しょうか。

議 事 概 要 【警察】

どのような規制がなされているのかについて、資料等をお渡しする

ことはできませんので、その点は御理解ください。

【委員】

分かりました。

(2) 防犯委員に対する情報提供について

【委員】

最近、全国の学校等に対して殺人予告が入っていると聞いています。

そのような情報が入れば、各地域の防犯委員にも教えていただけない

でしょうか。

話をしてもらえれば、防犯委員として協力することができると思い

ます。

【警察】

そのような話を聞き、防犯委員の方が力を貸していただけることは

非常にありがたく、住民が地域を守っていきたいというお考えは素晴

らしいことだと思われます。

捜査に関する情報につきましてはお教えすることはできませんが、

犯罪の発生状況や防犯対策等の情報を安まちアプリにてタイムリー

に発信しておりますので、是非、御活用ください。

また、警察だけでなく市や教育委員会等のホームページでも、この

種の情報を確認することができます。

【委員】

分かりました。

(3) 駐車取締り要望について
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【委員】

子供たちが通学路として使っている道路上のグリーンベルトに、車

両の一部がかかった状態で駐車する車があります。

車庫には入っているのですが、車両の一部が車庫外に出ていること

から、子供たちはその車を避けるため膨らんで歩かなければなりませ

ん。

非常に危ないので注意をしたり、取締りを行ったりすることはでき

ないでしょうか。

【警察】

現場確認した結果、取締りは難しいと思われるので、車の所有者に

警告する予定です。

【委員】

議 事 概 要 よろしくお願いします。

(4) 交通取締り要望について

【委員】

朝と晩、家の前を猛スピードで走る軽自動車があります。

大変危険なので、速度取締りをしてもらえませんか。

また、大阪狭山市茱萸木にあるスナックに、夜１０時頃、車でやっ

て来て、朝５時頃に車で帰る客がいます。

おそらく飲酒運転をしていると思われ、大変危険なので取締りをし

てもらえませんか。

【警察】

速度取締りについては、実施しようと考えております。

また、交通事故を発生させないため、今後も署を挙げて飲酒運転の

取締りを実施していきます。

【委員】

よろしくお願いします。

(5) 巡回連絡活動について

【委員】

警察官が家に来て家族構成等を聞かれ、家族の名前等を用紙に記載

した記憶があります。

今でも、そのような活動を行っているのでしょうか。

また、家族の名前等が記載されたものは、どのように活用されてい

るのでしょうか。

【警察】

警察官が、各家庭を訪問する活動を巡回連絡と言います。
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各家庭を訪問し、管内で発生した事件や事故等の情報を伝えたり、

警察に対する御要望等を聴取して、今後の警察運営に取り入れたりし

ています。

特に、最近では特殊詐欺が多く発生していることから、巡回連絡活

動に力を入れています。

訪問時に御協力の上、記載していただいている世帯連絡カードにつ

いては、緊急時や非常時に連絡を取らせていただきたい場合等に使っ

ております。

世帯連絡カードには、名前等の個人情報が記載されていることから、

交番内で適切に管理しておりますので御安心ください。

今後、警察官が各家庭を訪問した際は、引き続き御協力くださいま

すようお願い申し上げます。

議 事 概 要 【委員】

今後も協力させてもらいます。

(6) 特殊詐欺の被害金額の公表について

【委員】

先程、堺市東区、堺市美原区、大阪狭山市内における特殊詐欺の発

生状況等の説明を受けました。

私は地元に戻った時、自治会の役員会等で今日の会議結果を住民に

伝えております。

その時、住民から特殊詐欺の被害金額を聞かれたりするので、よろ

しければ被害金額について教えていただけないでしょうか。

【警察】

先程、委員の皆様に説明しました特殊詐欺の発生件数については、

大阪府警のホームページに掲載されている数です。

被害額に関しては、ホームページに掲載されていませんのでお伝え

できるか確認の上、御回答させていただきたいと思います。

その点、御理解くださいますようお願い申し上げます。

【委員】

およその数でも結構ですので、被害金額が公表できるよう検討をお

願いします。


